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成
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十
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十
一
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内
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総
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麻

生
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郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
年
金
記
録
確
認
第
三
者
委
員
会
等
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
年
金
記
録
確
認
第
三
者
委
員
会
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
年
金
記
録
確
認
第
三
者
委
員
会
（
以
下
「
第
三
者
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
あ
っ
せ
ん
の
担
当
者
が
決

ま
る
ま
で
の
平
均
期
間
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
事
案
に
係
る
期
間
を
把
握
し
て
い
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で

あ
る
。

ま
た
、
お
尋
ね
の
第
三
者
委
員
会
に
お
け
る
調
査
審
議
の
結
果
が
出
る
時
期
に
つ
い
て
は
、
事
案
の
内
容
い
か
ん
に
よ
る

も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

お
尋
ね
の
年
金
振
込
時
期
に
つ
い
て
も
、
国
民
年
金
又
は
厚
生
年
金
保
険
の
受
給
権
者
の
年
金
の
裁
定
を
変
更
す
る
処
理

（
以
下
「
裁
定
変
更
処
理
」
と
い
う
。
）
の
期
間
が
、
個
々
の
受
給
者
の
状
況
等
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
く
る
こ
と
か
ら
、
一

概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

社
会
保
険
庁
と
し
て
は
、
本
年
十
月
に
裁
定
変
更
処
理
に
従
事
す
る
職
員
の
数
を
二
百
三
人
に
増
員
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
今
後
と
も
、
社
会
保
険
業
務
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
職
員
の
再
配
置
、
新
た
に
採
用
す
る
任
期
付
職
員
の
重
点
配
置
、
派

一



遣
職
員
の
配
置
、
社
会
保
険
庁
本
庁
及
び
地
方
社
会
保
険
事
務
局
か
ら
の
同
セ
ン
タ
ー
に
対
す
る
支
援
等
に
よ
り
、
事
務
処

理
体
制
の
強
化
を
図
っ
て
ま
い
り
た
い
。

三
に
つ
い
て

第
三
者
委
員
会
で
の
あ
っ
せ
ん
後
、
裁
定
変
更
処
理
が
行
わ
れ
て
年
金
が
支
払
わ
れ
る
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
把
握
し
て

い
な
い
た
め
、
お
尋
ね
の
点
に
つ
い
て
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
社
会
保
険
庁
と
し
て
は
、
社
会
保
険
事
務
所
で
受
付
を
行
い
、
社
会
保
険
業
務
セ
ン
タ
ー
に
進
達

さ
れ
た
裁
定
変
更
処
理
の
申
出
に
つ
い
て
、
同
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
原
則
と
し
て
三
か
月
以
内
の
裁
定
変
更
処
理
を
行
う

こ
と
を
目
指
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

御
指
摘
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
三
十
七
条
又
は
国
民
年
金
法

（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
、
死
亡
し
た
年
金
受
給
者
の
配
偶
者
、
子
、
父
母
、

孫
、
祖
父
母
又
は
兄
弟
姉
妹
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
の
死
亡
の
当
時
そ
の
者
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
た
も
の
が
、
未
支
給
の

二



年
金
を
受
給
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
で
き
る
限
り
起
こ
ら
な
い
よ
う
、
迅
速
な
裁
定
変
更
処
理
に
努
め

て
ま
い
り
た
い
。

六
に
つ
い
て

御
指
摘
の
よ
う
な
「
仮
払
い
方
式
制
度
」
を
導
入
し
た
場
合
、
年
金
の
支
払
額
が
確
定
し
た
段
階
で
清
算
を
行
う
必
要
が

あ
る
が
、
清
算
の
結
果
、
支
払
済
額
の
一
部
に
つ
い
て
返
還
を
求
め
る
こ
と
と
な
る
場
合
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、

年
金
受
給
者
に
本
来
は
不
要
な
返
還
手
続
を
お
願
い
す
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
、
そ
の
た
め
の
事
務
も
膨
大
な
も
の
と
な
る

と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
制
度
の
導
入
は
適
当
で
な
い
と
考
え
て
い
る
。

七
に
つ
い
て

第
三
者
委
員
会
に
お
け
る
事
案
処
理
に
つ
い
て
は
、
本
年
一
月
二
十
四
日
に
開
催
さ
れ
た
年
金
記
録
問
題
に
関
す
る
関
係

閣
僚
会
議
（
以
下
「
閣
僚
会
議
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
「
本
年
三
月
末
ま
で
に
申
し
立
て
ら
れ
た
事
案
に
つ
い
て
は
、

概
ね
一
年
を
目
途
に
処
理
を
終
え
る
」
こ
と
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
現
在
、
第
三
者
委
員
会
に
お
い
て
は
、
平
成
十
九

年
度
に
申
し
立
て
ら
れ
た
事
案
を
優
先
し
て
処
理
し
て
い
る
。
ま
た
、
平
成
十
九
年
度
の
申
立
て
事
案
は
、
約
五
万
件
で
あ

り
、
こ
の
う
ち
、
現
在
ま
で
に
処
理
が
終
わ
っ
て
い
な
い
件
数
は
、
約
一
万
九
千
件
で
あ
る
。
第
三
者
委
員
会
で
は
、
現
在
、

三



一
週
間
に
千
件
程
度
の
処
理
を
終
え
て
お
り
、
平
均
し
て
、
一
日
二
百
件
程
度
、
一
か
月
四
千
件
程
度
の
処
理
を
終
え
て
い

る
こ
と
と
な
る
。

ま
た
、
社
会
保
険
庁
に
お
い
て
は
、
本
年
十
月
時
点
で
、
二
百
三
人
の
職
員
が
裁
定
変
更
処
理
に
従
事
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

八
及
び
九
に
つ
い
て

第
三
者
委
員
会
に
お
い
て
は
、
閣
僚
会
議
に
お
い
て
、
「
本
年
三
月
末
ま
で
に
申
し
立
て
ら
れ
た
事
案
に
つ
い
て
は
、
概

ね
一
年
を
目
途
に
処
理
を
終
え
る
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
平
成
十
九
年
度
に
申
し
立
て
ら
れ
た
事
案
を
優
先
し

て
処
理
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
既
に
、
一
部
の
年
金
記
録
確
認
地
方
第
三
者
委
員
会
で
は
、
平
成
二
十
年
度
に
申
し

立
て
ら
れ
た
事
案
に
つ
い
て
調
査
審
議
を
開
始
し
て
い
る
。

お
尋
ね
の
調
査
審
議
の
結
果
が
出
る
時
期
に
つ
い
て
は
、
事
案
の
内
容
い
か
ん
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
概
に

お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

ま
た
、
現
在
、
第
三
者
委
員
会
に
申
立
て
を
行
う
方
に
は
、
原
則
、
受
付
順
に
処
理
を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
、
現
在
、

平
成
十
九
年
度
に
申
し
立
て
ら
れ
た
事
案
の
処
理
を
優
先
的
に
行
っ
て
い
る
た
め
、
し
ば
ら
く
お
待
ち
い
た
だ
く
こ
と
に
な

四



る
旨
説
明
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

五


